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(57)【要約】
【課題】　１パート配送伝票で、配達票、貼付票及び熨
斗を設け、伝票から必要な部分を剥がす際の手間がかか
らず、ノンインパクトプリンターで印字する際、印字の
カスレや、シワなどが生じなく、印字品質に優れ、また
伝票から熨斗を剥がした際の熨斗のカール発生を抑制で
き、印字領域を無駄なく配置して設計した熨斗付き配送
伝票を提供する。
【解決手段】　少なくとも貼付票と配達票及び熨斗を備
えた１枚目用紙と、タック構造を有する２枚目用紙とが
、接着剤を介して貼り合わせられた熨斗付き配送伝票で
、前記熨斗と他の部分とがハーフカットＡにより隣接し
、貼付票と配達票とはハーフカットＢにより隣接し、タ
ック構造を有する２枚目用紙の熨斗に相当する位置で、
左端部から間隔をおいてハーフカットＣが予め施され、
熨斗の１枚目用紙の裏面側で、前記左端部からハーフカ
ットＣの位置の手前までの部分を除いた箇所に、剥離層
が形成されている。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも貼付票と配達票及び熨斗を備えた１枚目用紙と、タック構造を有する２枚目
用紙とが、接着剤を介して貼り合わせられた熨斗付き配送伝票において、前記熨斗と、他
の部分とがハーフカットＡにより隣接し、該ハーフカットＡにより１枚目用紙から、タッ
ク基材が粘着剤を介して剥離紙と積層したタック構造の粘着剤の位置まで、切断され、貼
付票と配達票とはハーフカットＢにより隣接し、該ハーフカットＢより１枚目用紙のみ切
断され、またタック構造を有する２枚目用紙の熨斗に相当する位置で、左端部から間隔を
おいてハーフカットＣが予め施され、該ハーフカットＣによりタック基材から粘着剤まで
切断され、さらに熨斗の１枚目用紙の裏面側で、前記左端部からハーフカットＣの位置ま
での部分を除いた箇所に、剥離層が形成され、前記熨斗を剥がした際に、熨斗が前記剥離
層から剥がれ、前記ハーフカットＣから２枚目用紙の粘着剤が付着したタック基材が分離
して、任意の物に、熨斗を貼付可能となり、前記１枚目用紙の配達票の裏面に、剥離層が
形成され、また前記熨斗の１枚目用紙の裏面側の剥離層と接して接着剤が、前記ハーフカ
ットＡと平行な方向で間隔をおいて複数のストライプ状に塗工されていることを特徴とす
る熨斗付き配送伝票。
【請求項２】
　前記の熨斗の右端部がハーフカットＤにより配送伝票から剥離可能であり、該ハーフカ
ットＤにより１枚目用紙から、タック基材が粘着剤を介して剥離紙と積層したタック構造
の粘着剤の位置まで、切断されていることを特徴とする請求項１に記載する熨斗付き配送
伝票。
【請求項３】
　前記の熨斗の１枚目用紙の裏面で、剥離層と接し、かつ前記ハーフカットＣの位置から
、前記左端部と反対側の方向に、接着剤を設けていない領域をもつことを特徴とする請求
項１又は２に記載する熨斗付き配送伝票。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熨斗付き配送伝票に関し、さらに詳しくは配達票、貼付票及び熨斗を設けた
構成で、伝票から必要な部分を剥がす際の手間がかからず、またノンインパクトプリンタ
ーで印字処理する際に、印字のカスレや、シワなどが生じることなく、印字品質に優れ、
また伝票から熨斗を剥がした際の熨斗のカール発生を抑制でき、さらに印字領域を無駄な
く配置して設計した熨斗付き配送伝票に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、一枚の伝票用紙上に複数種類の伝票を配列させて、各伝票を同時にプリンター印
字したものを組とする１パート形式の配送伝票（以下、１パート配送伝票という）が多く
利用されるようになってきた。
【０００３】
　その代表的な１パート配送伝票は、剥離紙、粘着剤層、タック基材の順に積層されてな
るタック紙の前記粘着剤層の形成された面（以下、タック紙裏面という）と反対側の面（
以下、タック紙表面という）に、接着剤層を介して配達票と貼付票とを面状に配置して形
成する伝票用紙が設けられ、少なくとも該配達票は該タック紙表面から剥離可能な構造を
とっている。
【０００４】
　１パート配送伝票は、上記のように一枚の伝票用紙上に配達票と貼付票が設けられてい
るので、コンピュータで管理されている配送情報に基づき、お届け先情報、依頼元情報、
その他バーコード等の管理用の情報などを、プリンター装置で配送伝票上の所定個所に高
速で印字することが可能である。その使用に当たっては、事前に所定事項がプリンターで
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印字された１パート配送伝票を用意し、当該１パート配送伝票を構成するタック紙裏面の
剥離紙を剥がし、粘着剤層を介して所定の配送物に貼付する。
【０００５】
　配送業者は、当該配送物を受取人に渡した証しとして、受取人に前記配達票へ受領印あ
るいはサインを施してもらい、これを受け取る。通常は受け取った配達票に付されている
バーコードを用いて、コンピュータで管理されている配送情報の消し込み処理などを行う
。
【０００６】
　このような１パート配送伝票として、例えば特許文献１には、紙と粘着剤層と剥離紙か
らなる積層体の紙面に、熨斗紙部と配送伝票部がミシン目に切り取り可能に形成された帳
票が記載されている。この配送伝票では、表面の印字面をフルに使用するもので、伝票裏
面の剥離紙にハーフカット加工をして、ラベルを剥がして用いている。しかし、この配送
伝票では、剥離紙を簡単には剥がせない、つまり剥がす作業に手間がかかるという問題が
ある。また、熨斗紙部を伝票から剥がした際に、その熨斗紙部の粘着剤層の影響で、熨斗
紙のカール発生が大きい問題がある。
【０００７】
　さらに、特許文献１に記載された伝票は、熨斗紙部と配送伝票部との断面で、高さが異
なり、段差が生じており、伝票の表面における平坦性に劣り、ノンインパクトプリンター
で印字処理する際に、印字のカスレや、シワなどが生じて、問題がある。それに対して、
特許文献２には、１パート配送伝票で、伝票表面の平坦性を有するもので、表側用紙と、
ラベル基材／粘着剤／離型紙の順に積層されたタック紙とが貼り合せられた構成の配送伝
票であり、熨斗部分が、その一部分を除いて表側用紙のみが分離可能に剥離可能な構造を
有しているものが開示されている。
　しかし、この配送伝票でも、熨斗紙部を伝票から剥がした際に、その熨斗紙部の粘着剤
層の影響で、熨斗紙のカール発生を抑制することができていない。
【０００８】
　特許文献３には、配送伝票のラベルを剥がしやすくするために、そのラベルの外辺より
突出させた摘み部（剥離紙）を設けた構成の伝票が提案されている。
　しかし、この場合では、その摘み部は印字エリアではないので、有効な印字領域ではな
い、無駄な部分を有していて、印字スペースに制限されている帳票設計上で、問題が生じ
ている。
【特許文献１】特許第３８５３４６７号公報
【特許文献２】特開２００２－３３１７７８号公報
【特許文献３】特開２００５－１０３７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明は１パート配送伝票において、配達票、貼付票及び熨斗を設けた構
成で、伝票から必要な部分を剥がす際の手間がかからず、またノンインパクトプリンター
で印字処理する際に、印字のカスレや、シワなどが生じることなく、印字品質に優れ、ま
た伝票から熨斗を剥がした際の熨斗のカール発生を抑制でき、さらに印字領域を無駄なく
配置して設計した熨斗付き配送伝票を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１の発明は、少なくとも貼付票と配達票及
び熨斗を備えた１枚目用紙と、タック構造を有する２枚目用紙とが、接着剤を介して貼り
合わせられた熨斗付き配送伝票において、前記熨斗と、他の部分とがハーフカットＡによ
り隣接し、該ハーフカットＡにより１枚目用紙から、タック基材が粘着剤を介して剥離紙
と積層したタック構造の粘着剤の位置まで、切断され、貼付票と配達票とはハーフカット
Ｂにより隣接し、該ハーフカットＢより１枚目用紙のみ切断され、またタック構造を有す



(4) JP 2012-6184 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

る２枚目用紙の熨斗に相当する位置で、左端部から間隔をおいてハーフカットＣが予め施
され、該ハーフカットＣによりタック基材から粘着剤まで切断され、さらに熨斗の１枚目
用紙の裏面側で、前記左端部からハーフカットＣの位置までの部分を除いた箇所に、剥離
層が形成され、前記熨斗を剥がした際に、熨斗が前記剥離層から剥がれ、前記ハーフカッ
トＣから２枚目用紙の粘着剤が付着したタック基材が分離して、任意の物に、熨斗を貼付
可能となり、前記１枚目用紙の配達票の裏面に、剥離層が形成され、また前記熨斗の１枚
目用紙の裏面側の剥離層と接して接着剤が、前記ハーフカットＡと平行な方向で間隔をお
いて複数のストライプ状に塗工されていることを特徴とする熨斗付き配送伝票に関するも
のである。これにより、上記の課題を解決することが可能となった。
【００１１】
　請求項２の発明は、請求項１に記載する熨斗の右端部がハーフカットＤにより配送伝票
から剥離可能であり、該ハーフカットＤにより１枚目用紙から、タック基材が粘着剤を介
して剥離紙と積層したタック構造の粘着剤の位置まで、切断されていることを特徴とする
熨斗付き配送伝票に関するものである。これにより、ハーフカットＤとハーフカットＡに
より分断された領域を、シールとして任意の用途に利用することができ、付加価値が高ま
る。
【００１２】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載する熨斗の１枚目用紙の裏面で、剥離層と接
し、かつ前記ハーフカットＣの位置から、前記左端部と反対側の方向に、接着剤を設けて
いない領域をもつことを特徴とする熨斗付き配送伝票に関するものである。これにより、
熨斗を配送伝票から剥がす際に、前記ハーフカットＣから２枚目用紙の粘着剤が付着した
タック基材が分離しやすくなり、端部に粘着剤が露出した熨斗となり、任意の物に、貼付
できるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の熨斗付き配送伝票は、１パート配送伝票であり、伝票から配達票、貼付票、熨
斗などの必要な部分を剥がす際、手間がかからず、容易に剥がせ、またノンインパクトプ
リンターで印字処理する際に、伝票の表面における平坦性が高いので、印字のカスレや、
シワなどが生じることなく、印字品質に優れ、また伝票から熨斗を剥がした際の熨斗のカ
ール発生を抑制でき、さらに印字領域を無駄なく配置して設計したものであり、非常に実
用性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
　本発明では、熨斗付き配送伝票として、「熨斗」の用語を用いているが、贈答品につけ
る熨斗に限らず、取扱注意や冷凍品、こわれ物等の告知する内容のことばが記載されたラ
ベルであってもよい。
　図１は、本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票の説明図である。１枚目用紙は、貼
付票３と配達票４をハーフカットＢにより隣接して備え、また熨斗２と、他の部分である
貼付票３及び配達票４とがハーフカットＡにより隣接している。また、１枚目用紙の熨斗
２の右端部がハーフカットＤにより切断され、そのハーフカットＤとハーフカットＡによ
り分断された領域が、シール５として任意の用途に、貼付して利用することができる。
【００１５】
　図１の１）には１枚目用紙と２枚目用紙とを接着剤を介して、貼り合せることを示して
いるが、１枚目及び２枚目用紙にハーフカットが示されているが、貼り合せる前と後の両
方の時点で、加工されているものを合わせて示した。
　詳しくは、１枚目用紙は、予めハーフカットＢを加工しておくことが可能であるが、２
枚目用紙と貼り合せた後に、ハーフカットＡ、Ｄを加工し、ハーフカットＢの加工も行な
うことが位置あわせの関係上好ましい。
【００１６】
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　２枚目用紙は、１枚目用紙と貼り合せる前に、予めハーフカットＣを施し、１枚目用紙
と貼り合せた後に、ハーフカットＡ、Ｄの加工を施す。すなわち、２枚目用紙の表面から
、ハーフカットＣをタック基材から粘着剤まで切断して形成する。そして、１枚目用紙と
２枚目用紙とを貼り合せて、ハーフカットＡ、Ｄとして、１枚目用紙から、タック基材が
粘着剤を介して剥離紙と積層したタック構造の粘着剤の位置まで、切断して、加工する。
さらに、１枚目と２枚目用紙とを貼り合わせた状態で、ハーフカットＢとして、１枚目用
紙のみを切断する。
【００１７】
　図１の２）に、１枚目用紙の裏面に剥離層６、６´が形成されていることを示したもの
で、熨斗２の左端部からハーフカットＣの位置までの部分を除いた箇所で、またハーフカ
ットＤの位置まで、剥離層６が形成されている。この熨斗２を剥がした際に、熨斗が剥離
層６から剥がれ、ハーフカットＣから２枚目用紙の粘着剤が付着したタック基材が分離し
て、粘着剤が露出して、任意の物に、貼付可能となる。また、１枚目用紙の配達票４の裏
面には、剥離層６´が形成され、配送伝票１を取り扱う運送会社のドライバー等の人が、
その配達票４を配送伝票１から何ら支障なく、剥離層６´と接着剤８との間で剥離して、
剥離できる。
【００１８】
　図２は、本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票の説明図であり、上図は配送伝票１
の熨斗２、貼付票３等の配置と、ハーフカットの位置、さらに接着剤７、８などの塗工領
域を示した平面図である。また、図２の下図は、上記平面図に示したＸ－Ｘにおける断面
図を示したものである。図２で示した熨斗付き配送伝票１は、熨斗２の左端からハーフカ
ットＣの位置まで、詳細にはハーフカットＣの位置よりも少し左端近くの位置まで、接着
剤７が１枚目用紙裏面側に設けられている。熨斗２については、そのハーフカットＣの位
置近傍から、前記左端部と反対側の方向に、接着剤を設けていない領域２０、すなわち非
接着部を有している。図２のＸ－Ｘにおける断面図で示したように、本発明の熨斗付き配
送伝票１は、伝票の表面における平坦性が高いので、１枚目用紙への印字におけるカスレ
や、シワなどが生じることなく、印字品質に優れたものとなる。
【００１９】
　また、熨斗２の１枚目用紙の裏面側の剥離層６と接して接着剤８が、ハーフカットＡと
平行な方向で間隔ｎをおいて複数（図示したものは３本）のストライプ状に設けられてい
る。このように、配送伝票から熨斗を剥離する際に、熨斗２の短冊形態の長辺方向が、そ
の剥離方向と一致しているので、熨斗２の１枚目用紙の裏面側の接着剤８の塗工されたパ
ターンが、その剥離方向と同じ方向で間隔をおいて複数のストライプ状であり、剥離する
抵抗が少なく、熨斗に外力が加わりにくくなり、結果として熨斗のカール発生を抑制でき
るようになった。また貼付票３及び配達票４の１枚目用紙の裏面全面には、上記の接着剤
７、８と同様の接着剤が塗工されていて、タック構造の２枚目用紙と接着している。
【００２０】
　また図２のＸ－Ｘにおける断面図において、タック構造を有する２枚目用紙の熨斗に相
当する位置で、左端部から間隔（ｍ）をおいてハーフカットＣが予め設けられている。そ
のハーフカットＣは、目止め層１０を含むタック基材１０から粘着剤１１までを切断して
いる。また熨斗２の右端部がハーフカットＤにより配送伝票から剥離可能なものであり、
該ハーフカットＤは１枚目用紙から、目止め層９を含むタック基材１０が粘着剤１１を介
して剥離紙１２と積層したタック構造の粘着剤１１の位置まで、切断されている。これに
より、ハーフカットＤとハーフカットＡにより分断された領域を、シール５として任意の
物体に貼付して利用することができる。
【００２１】
　熨斗２の１枚目用紙の裏面側で、左端部からハーフカットＣの位置までの部分を除いた
箇所に、剥離層６が形成され、熨斗２を配送伝票１から剥がした際に、熨斗２が剥離層６
から剥がれる。そして、熨斗２が配送伝票から剥がれる箇所を、Ｘ－Ｘにおける断面図に
おいて、破線で示した。すなわち、ハーフカットＤから、シール５と分離して、熨斗２の
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右端を剥がし、続けて１枚目用紙の剥離層６が接着剤８から剥がれ、さらに非接着部２０
で、１枚目用紙と目止め層９との間で剥がれ、さらに続けてハーフカットＣで、２枚目用
紙の目止め層９／タック基材１０／粘着剤１１／剥離紙１２の積層体が分離し、そしてハ
ーフカットＣから、配送伝票１の左端部にかけて、２枚目用紙の剥離紙１２が上記積層体
から分離して剥がれる。その結果、配送伝票から剥がした熨斗の粘着剤１１により、任意
の物に、熨斗を貼付することが可能となる。
【００２２】
　図３は、本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、熨斗２を配送伝票１から剥がし
た後の状態を示す説明図であり、剥がした後の熨斗２の平面図とその対応する断面図を図
３の右側に示した。図３の左側に示す図は、上記の熨斗２を剥がした後の配送伝票１の表
面を示すものである。貼付票３、配達票４及びシール５については、熨斗２を剥がす前と
後で、全く変化はないが、熨斗２が剥がされた箇所は、左端部からハーフカットＣまでの
部分で、剥離紙１２が露出している。その剥離紙１０に隣接して、非接着部２０、３本の
ストライプ状に塗工された接着剤８が露出し、その露出した接着剤８はシール５の位置ま
で存在する。
【００２３】
　上記の配送伝票から剥がされた熨斗２は、左端部に粘着剤１１が露出した形態となり、
この粘着剤１１を使用して、任意の物に、貼付できるようになる。尚、熨斗２における接
着剤８は３本のストライプで塗工されたものを示したが、これに限らず２本、４本など複
数本で設けることができる。但し、ストライプ同士を間隔をおいて設けるが、３本以上ス
トライプを設ける場合、ストライプ同士の間隔は同一に揃えて、さらに熨斗２の幅（ハー
フカットＤの方向）で対称的に接着剤８を設けることが好ましい。これにより、剥がされ
る熨斗のカール発生を抑制しやすくできる。
【００２４】
　図４は、本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、貼付票３及び配達票４を配送伝
票１から剥がした後の状態を示す説明図であり、剥がした後の貼付票３及び配達票４の平
面図とその対応する断面図を図４の右側に示した。図４の左側に示す図は、上記の貼付票
３及び配達票４を剥がした後の配送伝票１の表面を示すものである。但し、図３で示した
熨斗２は既に剥がされた後の配送伝票から、貼付票３及び配達票４を剥がすものとして説
明している。
【００２５】
　シール５については、貼付票３及び配達票４を剥がす前と後で、全く変化はないが、貼
付票３及び配達票４が剥がされた箇所は、図３で熨斗２の左端部からハーフカットＣまで
の部分における剥離紙１２が露出している部分と同様に、剥離紙１２が露出している。貼
付票３及び配達票４が、上記の通り、剥離紙１２から剥がされ、またハーフカットＡの部
分で、熨斗に相当する箇所及びシール５の箇所と接する位置で、分離して、粘着剤１１を
利用して、配達する対象物である荷物に貼付される。そして、荷物に貼付された貼付票３
及び配達票４は、その荷物を取り扱う運送会社のドライバー等の人が、配達票４を、剥離
層６と接着剤８との間で剥離して、配達先である届け先の方に、その配達票に、荷物の受
領した判ないしサインをもらい、該配達票を配達記録として持ち帰る。尚、届けられた荷
物に貼付された配送伝票は、貼付票がその配送伝票に固定されている。したがって、荷物
を受け取った人は、貼付票に記録された配達先の住所、氏名及び配達された対象物の品名
、数量等を確認できる。
【００２６】
　図５は、本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、但し、熨斗２、貼付票３及び配
達票４が既に剥がされた後の配送伝票で、シール５を配送伝票１から剥がした後の状態を
示す説明図であり、剥がした後のシール４の平面図と、その対応する断面図を図５の右側
に示した。図５の左側に示す図は、上記のシール５を剥がした後の配送伝票１の表面を示
すものである。
【００２７】
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　配送伝票１のハーフカットＡ及びハーフカットＤから分断して、シール５が剥離紙１２
から剥がれ、１枚目用紙／接着剤８／目止め層／タック基材１０／粘着剤１１の層構成を
有したシール５を、熨斗２、貼付票３及び配達票４が剥がされ、残存した伝票を扱う方が
、任意の物に、粘着剤１１により貼って、シールの１枚目用紙にメモ書きしたり、氏名を
記入したり、任意の用途に利用することができ、付加価値の高いものとなる。
【００２８】
　本発明の熨斗付き配送伝票の利用方法を以下に説明する。
　ステップ１：図１、２に示すような熨斗付き配送伝票から、熨斗２を剥がす。
　ステップ２：その熨斗２の左端からハーフカットＣまでの箇所に有する粘着剤１１によ
り、商品（お届けする荷物など）に、その熨斗２を貼り付ける。（図３を参照）
　ステップ３：続けて、その配送伝票から貼付票３及び配達票４を剥がす。（剥がされた
貼付票３及び配達票４の裏面には、粘着剤１１を有する。）
【００２９】
　ステップ４：上記剥がされた貼付票３及び配達票４を、粘着剤１１により、配達する荷
物に貼付する。
　ステップ５：その荷物を取り扱う運送会社のドライバー等の人が、配達票４を、荷物か
ら剥離する。必要に応じて、配達先である届け先の方に、その配達票に、荷物の受領した
判ないしサインをもらい、該配達票を配達記録として持ち帰る。（図４を参照）
　ステップ６：熨斗２、貼付票３及び配達票４が剥がされ、残存した伝票を扱う方が、シ
ール５を伝票から剥がす。（図５を参照）
　ステップ７：その剥がされたシール５を、任意の物に、粘着剤１１により貼って、利用
する。
【００３０】
　本発明の熨斗付き配送伝票における１枚目用紙としては、熨斗、貼付票及び配達票とし
て利用可能であれば、その種類は限定されないが、１枚目用紙の表面には、感熱発色記録
、熱転写記録や、インクジェット記録などのノンインパクト記録で、印字記録するもので
あり、それらの記録方式に適した用紙が用いられる。例えば、感熱発色用紙（サーマル用
紙）、熱転写記録用紙、インクジェット記録用紙などである。
【００３１】
　また、上記の接着剤７、８と剥離層６は、本発明の熨斗付き配送伝票の使用する方法に
適用できるものであれば、その材料など限定するものではない。また、タック構造を有す
る２枚目用紙は、その粘着剤で荷物に貼り付けて簡単には剥がれないものを使用する。
【００３２】
　本発明の熨斗付き配送伝票の製造方法に関しては、所定のパターンで剥離層、接着剤を
連続的に塗工し、ハーフカットＣのみは２枚目用紙に予め処理し、所定の積層構成になる
ように、ラミネートし、所定の箇所にハーフカットの処理を連続処理して、所定のサイズ
に、シート状に裁断（シートカット）して、熨斗付き配送伝票を作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票の説明図である。
【図２】本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票の説明図であり、配送伝票の熨斗、貼
付票等の配置と、ハーフカットの位置、さらに接着剤などの塗工領域を示した平面図と断
面図である。
【図３】本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、熨斗を配送伝票から剥がした後の
状態を示す説明図である。
【図４】本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、貼付票及び配達票を配伝票から剥
がした後の状態を示す説明図である。
【図５】本発明の１実施例を示す熨斗付き配送伝票で、シールを配送伝票から剥がした後
の状態を示す説明図である。
【符号の説明】
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【００３４】
　　１　　熨斗付き配送伝票
　　２　　熨斗
　　３　　貼付票
　　４　　配達票
　　５　　シール
　　６　　剥離層
　　７、８　　接着剤
　　９　　目止め層
　１０　　タック基材
　１１　　粘着剤
　１２　　剥離紙
　２０　　非接着部
                                                                                

【図１】 【図２】
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